




はじめに ～ 「信頼を未来へつなぐ 本庄の水道」の実現に向けて ～ 

 

 

水道は、市民生活や都市活動に欠かすことのできな

いライフラインであり、持続しなければならないサー

ビスです。 

「安全」、「強靭」、「持続」を3つの観点として水

道の理想像を示した国の新しい水道ビジョンが策定さ

れたことから、安全で安心な水道水を安定的に供給し

ていくために平成３０年３月に「本庄市水道事業ビジ

ョン」を策定し、 「信頼を未来へつなぐ 本庄の水道」

を実現すべく水道事業の運営に取り組んでまいりまし

た。 

この度、計画期間（平成３０年度～令和１１年度）の中間年（令和５年・

６年）を迎えたことから、これまでの事業の取組状況について中間評価を行

い、災害への備えやAI 等の技術の進展などに対応し、より質の高い計画とす

るため、「本庄市水道事業ビジョン」を改定することとしました。 

水道事業を取り巻く環境は、人口減少や節水機器の普及による料金収入の

減少、高度成長期に整備し、老朽化した水道施設の更新需要の増大、災害に

強い水道の構築等、策定時よりも厳しい状況に直面しております。 

今回の改定では、基本理念と目指す方向性を引継ぎながら、上下水道耐震

化計画を踏まえた管路の耐震化の優先順位など、現在の水道事業の状況に合

わせて一部の施策について内容の見直し等を行い、施策の追加や目標値の再

設定を行い、また、計画の新たな視点としてSDGｓ（持続可能な開発目標）

を導入しました。 

今後も、本ビジョンに基づき、引き続き利用者の皆様の期待に応える、安

全で安心な水道事業の運営に努めて参る所存ですので、皆様におかれまして

も引き続きご理解、ご協力をお願い申し上げます。 

結びに、今般の改定にあたり、貴重なご意見、ご提言を賜りました水道事

業審議会委員の皆様、パブリックコメントに意見を寄せられた市民の皆様に

心より感謝を申し上げます。 

 

 

令和８年（２０２６年）１月 

本庄市長 
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第１章  水道事業ビジョンの策定と見直し 

 

１-１ 策定の経緯 

 本市では、将来にわたって安全で安心な水道水を安定的に供給し、利用者が満足できる水

道事業を継続するために、平成 21 年(2009 年)3 月に「本庄市水道ビジョン」（以下「前

ビジョン」という。）を策定しました。その後、前ビジョンの計画期間終了を迎えるにあた

り、平成 30 年(2018 年)3 月に新たに「本庄市水道事業ビジョン」（以下「水道事業ビジ

ョン」という。）を策定しました。水道事業ビジョンは、水道事業を取り巻く環境の変化や

前ビジョンの評価に加えて、これからの水道事業の課題を踏まえ、長期的な視点にたって策

定したものです。 

 水道事業ビジョンにおける計画期間は、平成３０年度(2018 年度)から令和１１年度

(2029 年度)までとなっており、中間年（令和５年度・令和６年度）を迎え、水道事業を取

り巻く環境の変化も多いことから今回見直しを行いました。 

 

 

 

 

平成 21 年（2009 年）３月策定 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 事業環境の変化 

② 現施策の見直し 

③ 新たな課題 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 30 年（2018 年）３月策定 

【計画期間】                              【計画期間】 

平成 21 年度（2009 年度）                     平成 30 年度（2018 年度） 

～平成 29 年度（2017 年度）                   ～令和 11 年度（2029 年度） 

 

図 1-１-1 ビジョンの更新 
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１-２ 水道事業ビジョンの位置づけ 

水道事業ビジョンは、市政の基本計画である「本庄市総合振興計画」（以下「総合振興計

画」という。）との整合性を図りつつ、本市の水道事業において概ね 10 年間のうちに取り

組む事業の方針や施策等を取りまとめたものです。また、本市は水道事業ビジョンを計画の

骨子として、その具体的な計画をまとめて「水道事業基本計画」を作成しています。「水道

事業基本計画」は、以下の諸計画を包括する総合計画となります。 

① 厚生労働省が示した「新水道ビジョン*1」に基づく水道事業ビジョン*2 

② 総務省が策定を求めている「経営戦略*3」 

③ 水道事業ビジョンで掲げた基本施策を実施するにあたって事業の内容を詳細化した

「事業計画」 

④ 耐震化計画やアセットマネジメント等の「個別計画」 

そのため、水道事業ビジョンは、「経営戦略」や「事業計画・個別計画」での検討結果を

踏まえた内容となっています。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
*1 新水道ビジョン 

厚生労働省は、水道を取り巻く状況の大きな変化を踏まえ、来るべき時代に求められる課題

に挑戦するための「新水道ビジョン」を平成 25 年（2013 年）3 月に策定・公表していま

す。また、水道事業者等がその役割を果たす上で必要となる取組を推進するために「水道事業

ビジョン」の作成を推奨しています。 
*2 水道事業ビジョン 

厚生労働省が示した「新水道ビジョン」に基づくもので、50 年、100 年先の水道の理想像

を踏まえた上で、「持続」、「安全」、「強靭」の観点から優先的に実施する必要性が高い施策とそ

の目標を示したものです。 
*3 経営戦略 

総務省は、公営企業が将来にわたって安定的に事業を継続していくための中長期的な経営の

基本計画である「経営戦略」の策定を求めています。経営戦略は、経営健全化に向けた取組の

一環として、施設・設備投資（投資試算）と財源の見通し（財源試算）を均衡させた収支計画

を策定することが全国の水道事業者に求められています。  

〇本庄市水道事業ビジョン  
： 12 年間の計画 【平成 30 年度(2018 年度)から令和 11 年度(2029 年度)まで】 

〇本庄市水道事業基本計画 

 ： 12 年間の計画 【平成 30 年度(2018 年度)から令和 11 年度(2029 年度)まで】 
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図 1-2-1 水道事業基本計画における水道事業ビジョンの位置づけ 
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パブリックコメントの結果 

 

１．意見等の募集期間 

 令和７年６月５日（木）～令和７年７月４日（金） 

 

２．閲覧場所  

水道庁舎（水道課）、市役所（下水道課）、本庄ガスECO はにぽんプラザ（市民活動推進

課）、図書館（本館、児玉分館）、アスピアこだま（支所総務課）及び市ホームページ 

  

３．意見等の受付人数 

  １人、８件 

 

４．提出された意見及び市の考え方 

 頁 提出された意見 提出された意見に対する市の考え方 

1 41 

基本理念「信頼を未来へつなぐ、本庄の水道」 

基本理念が弱い。 

「安全と安心な水を未来へつなぐ、本庄市の

水道」 

 

今回の本庄市水道事業ビジョンの見直

しは、中間見直しであるため、計画期間

中は基本理念及び目指す方向性を変更す

ることなく水道事業の維持、向上に努め

てまいります。 

今回の見直しの手法では、数値やデー

タ等は最新のものとし、計画されている

施策等の進捗や達成状況を踏まえて目標

値や方策等を改めています。 

2 60 

５－１ 健全な経営の維持 

将来の人口減少により水需要は減少する

ことが見込まれます。ぜひ、埼玉県との協議

を進めて下さい。そして、昔の様に本庄市の

水は地下水だけであるとアピールできるの

ではありませんか。 

県水の受水につきましては、水需要に

応じて増減を判断することとなります。

災害や水源の汚染が起きた場合に備え

て、複数水源の確保は重要と考えており、

水道水の安定供給を維持してまいりま

す。 

3 60 

５－２ 人材の確保と育成 

市が水道事業を将来にわたって運営して

いくためにも市の職員を確保し、水道事業に

関する技術・知識を引き継いでください。 

今後の人材の確保と育成に当たり、参

考にさせていただきます。 
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 頁 提出された意見 提出された意見に対する市の考え方 

4 61 

５－３ 広域連携 

広域連携には反対です。 

なぜなら、本庄市と児玉町の合併を見てみ

ると、児玉町長の権限は、今は児玉支所へと

なり、本庄市の児玉地域となっています。大

きい市と合併すれば、将来は本庄支所とな

り、いつのまにか権限のなくなり本庄市の水

道の細部までわからなくなります。 

市民の大切な水道事業です。そうならない

よう、ちゃんと本庄市の水道事業として運営

して行くべきです。 

有収水量の減少や施設の老朽化など水

道事業が抱える課題に対応するため、安

定した経営を行う自治体においても今後

の経営に危機感を持って必要な広域化に

取り組む必要があるとして、埼玉県は広

域連携を推進しています。本市におきま

しても、埼玉県と連携を図りながら本市

に適した広域連携を検討してまいりま

す。 

 

 

5 61 

５－４ DX の推進 

DX の推進の導入は進めるべきであるが、

そのデーターを正確に読み取れる人材の確

保も必要。 

今後の DX の推進に当たり、参考にさ

せていただきます。 

 

 

6 65 

７－１ 官民連携の推進 

DB 方式は、「設計及び施工の両方を一括

して発注する」とあります。 

本庄市の水道工事業者の何社が DB 方式

が可能でしょうか。DB 方式ができないため

に施工業者が減っていくことになります。 

業者の減少は、管渠の工事、災害時の対応

に支障が出てきます。DB 方式も一つの方法

と思いますが、本庄市の現状を見て、将来に

渡って水道事業が維持できるよう市内業者

の育成に努めるべきです。 

管路 DB 方式の導入に当たっては、地

元業者が参画しやすい条件整備や技術力

向上を支援するなど、地元業者の育成を

図れるよう、本市に適した方法を検討し

てまいります。 
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 頁 提出された意見 提出された意見に対する市の考え方 

7 65 

７－１ 官民連携の推進 

PFI 方式とは、「民間の資金、経営能力及

び技術的能力を活用する手法」とあります。 

建設、維持管理、運営の能力は水道事業者

が持っていなければならないものです。さも

ないと、建設、維持管理、運営が適切に行わ

れているかわからなくなってしまいます。水

道事業者が責任をもって建設、維持管理、運

営の管理をし、災害等に備えるべきです。 

例えば、PFI で受注した企業は例えば維持

管理費に利益を上乗せします。直営では利益

は発生しません。ゆえに、PFI には反対です。 

DB 方式は PFI 方式の一形態であり、

官民連携につきましては、資金調達（F）

と維持管理（M）の実施を検討していま

せん。ご意見は、今後の官民連携に当た

り、参考にさせていただきます。 

 

 

 

 

 

 

 

8 67 

６－１ 投資・財政計画の見直し 

財政計画の中に、一般財源からの繰り入れ

をしてください。 

水は飲まないと生きてゆかれません。本庄

市民のすべての人が365 日必要とする水で

す。本庄市の水道事業は先人たちの苦労と努

力により引き継がれてきたものです。これを

将来にわたって引き継ぐため、一般財源から

の繰り入れをすべきです。 

地方公営企業である水道事業は、企業

の経済性を発揮するとともに、公共の福

祉を増進することを目的としているた

め、経営に当たっては、受益者である水

道使用者からいただく水道料金により費

用を賄う「独立採算制」を原則としてい

ます。 

地方公営企業法にのっとり、経費の負

担につきましては、安易に一般財源から

繰り入れすることなく、健全経営に努め

てまいります。 
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-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(
3
)

5
1
,
5
6
6

 
 
 
 
 
 
 

5
0
,
3
7
8

 
 
 
 
 
 
 

4
4
,
8
7
3

 
 
 
 
 
 
 

4
9
,
0
5
5

 
 
 
 
 
 
 

4
3
,
9
2
1

 
 
 
 
 
 
 

5
4
,
0
0
2

 
 
 
 
 
 
 

5
1
,
5
1
3

 
 
 
 
 
 
 

6
4
,
9
6
3

 
 
 
 
 
 
 

4
7
,
7
4
0

 
 
 
 
 
 
 

4
7
,
7
4
0

 
 
 
 
 
 
 

4
7
,
7
4
0

 
 
 
 
 
 
 

4
7
,
7
4
0

 
 
 
 
 
 
 

上
記

以
外

２
．

1
2
8
,
6
3
5

 
 
 
 
 
 

1
2
3
,
1
4
5

 
 
 
 
 
 

1
1
7
,
2
5
4

 
 
 
 
 
 

1
2
1
,
7
5
0

 
 
 
 
 
 

3
2
7
,
2
9
2

 
 
 
 
 
 

1
2
3
,
1
8
3

 
 
 
 
 
 

2
6
3
,
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3
2

 
 
 
 
 
 

1
1
8
,
2
7
8

 
 
 
 
 
 

1
1
4
,
6
7
2

 
 
 
 
 
 

1
1
3
,
6
7
4

 
 
 
 
 
 

1
0
9
,
5
9
3

 
 
 
 
 
 

1
0
4
,
7
3
2

 
 
 
 
 
 

(
1
)

-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2
0
7
,
6
5
6

 
 
 
 
 
 

-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1
4
0
,
6
7
1

 
 
 
 
 
 

-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2
0
7
,
6
5
6

 
 
 
 
 
 

-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1
4
0
,
6
7
1

 
 
 
 
 
 

-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(
2
)

1
2
6
,
8
3
0

 
 
 
 
 
 

1
2
1
,
4
9
9

 
 
 
 
 
 

1
1
5
,
8
2
7

 
 
 
 
 
 

1
1
6
,
6
1
8

 
 
 
 
 
 

1
1
8
,
0
4
4

 
 
 
 
 
 

1
1
9
,
3
1
8

 
 
 
 
 
 

1
2
0
,
5
6
0

 
 
 
 
 
 

1
1
5
,
4
4
2

 
 
 
 
 
 

1
1
1
,
4
8
7

 
 
 
 
 
 

1
1
0
,
4
8
9

 
 
 
 
 
 

1
0
6
,
4
0
8

 
 
 
 
 
 

1
0
1
,
5
4
7

 
 
 
 
 
 

(
3
)

1
,
8
0
4

 
 
 
 
 
 
 
 

1
,
6
4
6

 
 
 
 
 
 
 
 

1
,
4
2
7

 
 
 
 
 
 
 
 

5
,
1
3
2

 
 
 
 
 
 
 
 

1
,
5
9
2

 
 
 
 
 
 
 
 

3
,
8
6
5

 
 
 
 
 
 
 
 

2
,
1
0
1

 
 
 
 
 
 
 
 

2
,
8
3
6

 
 
 
 
 
 
 
 

3
,
1
8
5

 
 
 
 
 
 
 
 

3
,
1
8
5

 
 
 
 
 
 
 
 

3
,
1
8
5

 
 
 
 
 
 
 
 

3
,
1
8
5

 
 
 
 
 
 
 
 

(
C
)

1
,
5
4
8
,
8
6
9

 
 
 
 

1
,
5
0
2
,
3
7
8

 
 
 
 

1
,
4
8
6
,
1
9
3

 
 
 
 

1
,
5
0
8
,
5
5
3

 
 
 
 

1
,
5
1
6
,
1
2
2

 
 
 
 

1
,
4
7
0
,
6
0
4

 
 
 
 

1
,
4
5
4
,
2
7
3

 
 
 
 

1
,
9
9
4
,
5
5
4

 
 
 
 

2
,
0
7
3
,
2
2
4

 
 
 
 

2
,
0
6
5
,
1
3
8

 
 
 
 

2
,
0
5
7
,
0
2
5

 
 
 
 

2
,
0
4
1
,
7
7
7

 
 
 
 

１
．

1
,
2
6
7
,
8
8
6

 
 
 
 

1
,
2
7
9
,
8
7
1

 
 
 
 

1
,
2
3
8
,
6
3
6

 
 
 
 

1
,
3
6
2
,
7
4
6

 
 
 
 

1
,
3
7
2
,
5
9
9

 
 
 
 

1
,
4
0
0
,
5
6
4

 
 
 
 

1
,
4
3
9
,
7
9
9

 
 
 
 

1
,
7
1
3
,
1
7
7

 
 
 
 

1
,
6
3
7
,
9
0
8

 
 
 
 

1
,
6
8
5
,
1
8
5

 
 
 
 

1
,
7
3
4
,
6
0
5

 
 
 
 

1
,
7
8
5
,
0
3
0

 
 
 
 

(
1
)

9
2
,
1
8
3

 
 
 
 
 
 
 

9
0
,
3
3
5

 
 
 
 
 
 
 

8
7
,
9
6
1

 
 
 
 
 
 
 

9
3
,
0
5
1

 
 
 
 
 
 
 

9
5
,
4
9
2

 
 
 
 
 
 
 

1
0
0
,
2
1
1

 
 
 
 
 
 

1
0
5
,
5
6
4

 
 
 
 
 
 

1
0
6
,
3
0
0

 
 
 
 
 
 

1
0
6
,
3
0
0

 
 
 
 
 
 

1
0
6
,
3
0
0

 
 
 
 
 
 

1
0
6
,
3
0
0

 
 
 
 
 
 

1
0
6
,
3
0
0

 
 
 
 
 
 

4
9
,
1
3
5

 
 
 
 
 
 
 

4
8
,
5
3
5

 
 
 
 
 
 
 

4
8
,
5
7
5

 
 
 
 
 
 
 

5
1
,
7
0
4

 
 
 
 
 
 
 

5
1
,
1
0
6

 
 
 
 
 
 
 

5
3
,
2
5
6

 
 
 
 
 
 
 

5
3
,
9
0
5

 
 
 
 
 
 
 

5
2
,
2
7
9

 
 
 
 
 
 
 

5
2
,
2
7
9

 
 
 
 
 
 
 

5
2
,
2
7
9

 
 
 
 
 
 
 

5
2
,
2
7
9

 
 
 
 
 
 
 

5
2
,
2
7
9

 
 
 
 
 
 
 

給
料

-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4
3
,
0
4
8

 
 
 
 
 
 
 

4
1
,
8
0
0

 
 
 
 
 
 
 

3
9
,
3
8
6

 
 
 
 
 
 
 

4
1
,
3
4
6

 
 
 
 
 
 
 

4
4
,
3
8
6

 
 
 
 
 
 
 

4
6
,
9
5
5

 
 
 
 
 
 
 

5
1
,
6
5
9

 
 
 
 
 
 
 

5
4
,
0
2
1

 
 
 
 
 
 
 

5
4
,
0
2
1

 
 
 
 
 
 
 

5
4
,
0
2
1

 
 
 
 
 
 
 

5
4
,
0
2
1

 
 
 
 
 
 
 

5
4
,
0
2
1

 
 
 
 
 
 
 

手
当

、
賞

与
引

当
金

繰
入

額
、

法
定

福
利
費

(
2
)

5
3
2
,
8
4
3

 
 
 
 
 
 

5
6
9
,
7
2
8

 
 
 
 
 
 

5
4
7
,
9
1
4

 
 
 
 
 
 

6
1
4
,
2
5
4

 
 
 
 
 
 

6
5
4
,
5
8
7

 
 
 
 
 
 

6
7
7
,
1
3
1

 
 
 
 
 
 

6
8
4
,
5
0
8

 
 
 
 
 
 

9
7
7
,
5
4
4

 
 
 
 
 
 

7
4
4
,
7
4
9

 
 
 
 
 
 

7
4
4
,
0
3
9

 
 
 
 
 
 

7
4
4
,
0
3
3

 
 
 
 
 
 

7
4
2
,
5
8
0

 
 
 
 
 
 

1
0
2
,
3
8
1

 
 
 
 
 
 

1
0
0
,
9
7
6

 
 
 
 
 
 

9
1
,
6
3
4

 
 
 
 
 
 
 

9
4
,
9
7
2

 
 
 
 
 
 
 

1
3
0
,
5
9
5

 
 
 
 
 
 

9
6
,
4
4
5

 
 
 
 
 
 
 

1
1
8
,
0
8
2

 
 
 
 
 
 

1
4
7
,
0
9
1

 
 
 
 
 
 

1
0
0
,
8
6
5

 
 
 
 
 
 

1
0
0
,
1
5
5

 
 
 
 
 
 

9
9
,
7
0
1

 
 
 
 
 
 
 

9
8
,
6
9
6

 
 
 
 
 
 
 

動
力

費

1
5
,
6
4
5

 
 
 
 
 
 
 

3
0
,
0
0
1

 
 
 
 
 
 
 

2
3
,
4
5
7

 
 
 
 
 
 
 

3
3
,
9
7
9

 
 
 
 
 
 
 

2
4
,
4
8
5

 
 
 
 
 
 
 

3
7
,
7
3
3

 
 
 
 
 
 
 

2
9
,
6
0
2

 
 
 
 
 
 
 

5
0
,
6
2
3

 
 
 
 
 
 
 

3
6
,
1
2
2

 
 
 
 
 
 
 

3
6
,
1
2
2

 
 
 
 
 
 
 

3
6
,
1
2
2

 
 
 
 
 
 
 

3
6
,
1
2
2

 
 
 
 
 
 
 

修
繕

費

8
2

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6
7

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3
1
5

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5
0
0

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

材
料

費

4
1
4
,
7
3
4

 
 
 
 
 
 

4
3
8
,
6
8
4

 
 
 
 
 
 

4
3
2
,
8
2
3

 
 
 
 
 
 

4
8
4
,
9
8
9

 
 
 
 
 
 

4
9
9
,
5
0
7

 
 
 
 
 
 

5
4
2
,
9
5
3

 
 
 
 
 
 

5
3
6
,
8
2
4

 
 
 
 
 
 

7
7
9
,
3
3
0

 
 
 
 
 
 

6
0
7
,
7
6
2

 
 
 
 
 
 

6
0
7
,
7
6
2

 
 
 
 
 
 

6
0
8
,
2
1
0

 
 
 
 
 
 

6
0
7
,
7
6
2

 
 
 
 
 
 

上
記

以
外

(
3
)

6
4
2
,
8
6
0

 
 
 
 
 
 

6
1
9
,
8
0
8

 
 
 
 
 
 

6
0
2
,
7
6
0

 
 
 
 
 
 

6
5
5
,
4
4
2

 
 
 
 
 
 

6
2
2
,
5
2
0

 
 
 
 
 
 

6
2
3
,
2
2
2

 
 
 
 
 
 

6
4
9
,
7
2
7

 
 
 
 
 
 

6
2
9
,
3
3
3

 
 
 
 
 
 

7
8
6
,
8
5
9

 
 
 
 
 
 

8
3
4
,
8
4
6

 
 
 
 
 
 

8
8
4
,
2
7
2

 
 
 
 
 
 

9
3
6
,
1
5
0

 
 
 
 
 
 

２
．

7
7
,
8
6
2

 
 
 
 
 
 
 

6
8
,
1
0
9

 
 
 
 
 
 
 

5
7
,
9
9
5

 
 
 
 
 
 
 

4
4
,
5
5
2

 
 
 
 
 
 
 

5
4
,
9
4
1

 
 
 
 
 
 
 

2
6
,
4
0
4

 
 
 
 
 
 
 

3
5
,
3
1
8

 
 
 
 
 
 
 

2
4
,
4
9
3

 
 
 
 
 
 
 

3
2
,
6
5
0

 
 
 
 
 
 
 

3
6
,
2
4
3

 
 
 
 
 
 
 

3
9
,
9
5
1

 
 
 
 
 
 
 

4
3
,
4
8
7

 
 
 
 
 
 
 

(
1
)

7
4
,
5
7
2

 
 
 
 
 
 
 

6
4
,
6
5
9

 
 
 
 
 
 
 

5
4
,
7
3
8

 
 
 
 
 
 
 

4
4
,
5
0
1

 
 
 
 
 
 
 

3
4
,
7
4
2

 
 
 
 
 
 
 

2
6
,
3
6
0

 
 
 
 
 
 
 

2
0
,
6
8
8

 
 
 
 
 
 
 

2
4
,
4
8
3

 
 
 
 
 
 
 

3
2
,
6
0
6

 
 
 
 
 
 
 

3
6
,
1
9
9

 
 
 
 
 
 
 

3
9
,
9
0
7

 
 
 
 
 
 
 

4
3
,
4
4
3

 
 
 
 
 
 
 

(
2
)

3
,
2
9
0

 
 
 
 
 
 
 
 

3
,
4
5
0

 
 
 
 
 
 
 
 

3
,
2
5
7

 
 
 
 
 
 
 
 

5
1

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2
0
,
1
9
9

 
 
 
 
 
 
 

4
4

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1
4
,
6
3
0

 
 
 
 
 
 
 

1
0

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4
4

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4
4

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4
4

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4
4

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

上
記

以
外

(
D
)

1
,
3
4
5
,
7
4
8

 
 
 
 

1
,
3
4
7
,
9
8
0

 
 
 
 

1
,
2
9
6
,
6
3
1

 
 
 
 

1
,
4
0
7
,
2
9
8

 
 
 
 

1
,
4
2
7
,
5
4
0

 
 
 
 

1
,
4
2
6
,
9
6
8

 
 
 
 

1
,
4
7
5
,
1
1
7

 
 
 
 

1
,
7
3
7
,
6
7
0

 
 
 
 

1
,
6
7
0
,
5
5
8

 
 
 
 

1
,
7
2
1
,
4
2
8

 
 
 
 

1
,
7
7
4
,
5
5
6

 
 
 
 

1
,
8
2
8
,
5
1
7

 
 
 
 

(
C
)
-
(
D
)

(
E
)

2
0
3
,
1
2
1

 
 
 
 
 
 

1
5
4
,
3
9
8

 
 
 
 
 
 

1
8
9
,
5
6
2

 
 
 
 
 
 

1
0
1
,
2
5
5

 
 
 
 
 
 

8
8
,
5
8
2

 
 
 
 
 
 
 

4
3
,
6
3
6

 
 
 
 
 
 
 

-
2
0
,
8
4
4

 
 
 
 
 
 

2
5
6
,
8
8
4

 
 
 
 
 
 

4
0
2
,
6
6
6

 
 
 
 
 
 

3
4
3
,
7
1
0

 
 
 
 
 
 

2
8
2
,
4
6
9

 
 
 
 
 
 

2
1
3
,
2
6
0

 
 
 
 
 
 

(
F
)

1
,
0
0
0

 
 
 
 
 
 
 
 

7
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2
2

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(
G
)

3
5
,
3
2
2

 
 
 
 
 
 
 

5
6
9

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6
8
3

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1
,
5
4
5

 
 
 
 
 
 
 
 

8
6
3

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6
9
4

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5
6
3

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1
,
3
6
4

 
 
 
 
 
 
 
 

6
9
4

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6
9
4

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6
9
4

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6
9
4

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(
F
)
-
(
G
)

(
H
)

-
3
4
,
3
2
2

 
 
 
 
 
 

-
5
6
3

 
 
 
 
 
 
 
 
 

-
6
6
1

 
 
 
 
 
 
 
 
 

-
1
,
5
4
5

 
 
 
 
 
 
 

-
8
6
3

 
 
 
 
 
 
 
 
 

-
6
9
4

 
 
 
 
 
 
 
 
 

-
5
6
3

 
 
 
 
 
 
 
 
 

-
1
,
3
6
3

 
 
 
 
 
 
 

-
6
9
4

 
 
 
 
 
 
 
 
 

-
6
9
4

 
 
 
 
 
 
 
 
 

-
6
9
4

 
 
 
 
 
 
 
 
 

-
6
9
4

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1
6
8
,
8
0
0

 
 
 
 
 
 

1
5
3
,
8
3
5

 
 
 
 
 
 

1
8
8
,
9
0
1

 
 
 
 
 
 

9
9
,
7
1
0

 
 
 
 
 
 
 

8
7
,
7
2
0

 
 
 
 
 
 
 

4
2
,
9
4
2

 
 
 
 
 
 
 

-
2
1
,
4
0
7

 
 
 
 
 
 

2
5
5
,
5
2
1

 
 
 
 
 
 

4
0
1
,
9
7
2

 
 
 
 
 
 

3
4
3
,
0
1
6

 
 
 
 
 
 

2
8
1
,
7
7
5

 
 
 
 
 
 

2
1
2
,
5
6
6

 
 
 
 
 
 

(
I
)

2
0
3
,
0
9
3

 
 
 
 
 
 

3
2
1
,
8
9
2

 
 
 
 
 
 

4
2
5
,
7
2
8

 
 
 
 
 
 

5
1
4
,
6
2
8

 
 
 
 
 
 

3
1
4
,
3
3
9

 
 
 
 
 
 

2
0
2
,
0
5
8

 
 
 
 
 
 

1
9
5
,
0
0
0

 
 
 
 
 
 

7
3
,
5
9
3

 
 
 
 
 
 
 

2
7
,
1
1
4

 
 
 
 
 
 
 

1
2
7
,
0
8
6

 
 
 
 
 
 

6
8
,
1
0
2

 
 
 
 
 
 
 

4
7
,
8
7
7

 
 
 
 
 
 
 

(
J
)

1
,
3
8
1
,
4
2
6

 
 
 
 

1
,
4
9
6
,
3
0
1

 
 
 
 

1
,
5
5
3
,
2
3
4

 
 
 
 

1
,
6
0
6
,
2
7
0

 
 
 
 

1
,
5
8
2
,
6
5
8

 
 
 
 

1
,
6
0
9
,
2
4
0

 
 
 
 

1
,
5
8
0
,
9
4
8

 
 
 
 

1
,
0
9
3
,
5
1
8

 
 
 
 

2
,
0
6
5
,
4
5
0

 
 
 
 

1
,
9
1
9
,
9
9
9

 
 
 
 

1
,
8
1
7
,
9
3
1

 
 
 
 

1
,
8
2
3
,
8
4
7

 
 
 
 

1
,
3
1
3
,
6
3
0

 
 
 
 

1
,
4
2
9
,
4
1
5

 
 
 
 

1
,
4
7
2
,
3
8
7

 
 
 
 

1
,
5
2
0
,
0
1
6

 
 
 
 

1
,
5
1
1
,
9
7
5

 
 
 
 

1
,
5
3
0
,
1
6
7

 
 
 
 

1
,
4
5
3
,
7
6
1

 
 
 
 

9
2
0
,
9
1
0

 
 
 
 
 
 

1
,
0
8
0
,
5
3
6

 
 
 
 

1
,
0
9
3
,
5
9
2

 
 
 
 

1
,
0
8
6
,
8
6
7

 
 
 
 

1
,
1
4
2
,
5
5
2

 
 
 
 

6
4
,
9
9
2

 
 
 
 
 
 
 

6
7
,
8
7
2

 
 
 
 
 
 
 

8
2
,
6
6
4

 
 
 
 
 
 
 

8
5
,
8
7
1

 
 
 
 
 
 
 

6
5
,
8
6
7

 
 
 
 
 
 
 

7
4
,
5
8
9

 
 
 
 
 
 
 

1
2
3
,
3
4
7

 
 
 
 
 
 

1
4
5
,
7
9
1

 
 
 
 
 
 

1
5
3
,
7
4
2

 
 
 
 
 
 

1
5
3
,
1
5
8

 
 
 
 
 
 

1
5
2
,
8
2
5

 
 
 
 
 
 

1
5
1
,
9
7
0

 
 
 
 
 
 

(
K
)

5
4
4
,
9
9
1

 
 
 
 
 
 

6
1
9
,
3
3
2

 
 
 
 
 
 

6
3
9
,
3
4
2

 
 
 
 
 
 

6
2
6
,
9
1
1

 
 
 
 
 
 

6
2
2
,
0
3
3

 
 
 
 
 
 

6
5
4
,
4
3
0

 
 
 
 
 
 

7
1
7
,
1
6
7

 
 
 
 
 
 

4
0
6
,
0
2
6

 
 
 
 
 
 

5
5
5
,
0
0
3

 
 
 
 
 
 

5
4
0
,
1
7
1

 
 
 
 
 
 

5
0
4
,
0
3
2

 
 
 
 
 
 

5
9
,
2
7
2

 
 
 
 
 
 
 

3
2
2
,
0
0
1

 
 
 
 
 
 

3
8
3
,
0
8
9

 
 
 
 
 
 

3
9
1
,
9
9
4

 
 
 
 
 
 

3
8
5
,
8
2
4

 
 
 
 
 
 

3
5
0
,
8
3
4

 
 
 
 
 
 

3
0
1
,
3
9
0

 
 
 
 
 
 

2
6
6
,
2
5
7

 
 
 
 
 
 

2
3
7
,
7
1
5

 
 
 
 
 
 

2
3
0
,
5
9
4

 
 
 
 
 
 

2
2
5
,
4
6
8

 
 
 
 
 
 

2
3
4
,
8
9
1

 
 
 
 
 
 

2
5
6
,
5
2
1

 
 
 
 
 
 

1
5
5
,
0
5
4

 
 
 
 
 
 

1
6
7
,
8
9
2

 
 
 
 
 
 

1
5
6
,
4
8
5

 
 
 
 
 
 

1
5
4
,
2
6
1

 
 
 
 
 
 

1
7
8
,
5
5
0

 
 
 
 
 
 

2
6
8
,
8
7
6

 
 
 
 
 
 

3
6
6
,
7
2
6

 
 
 
 
 
 

1
3
3
,
6
5
8

 
 
 
 
 
 

2
3
9
,
7
5
6

 
 
 
 
 
 

2
3
0
,
0
5
0

 
 
 
 
 
 

1
8
4
,
4
8
8

 
 
 
 
 
 

2
1
8
,
0
9
8

 
 
 
 
 
 

(
 
I
 
)

(
A
)
-
(
B
)

(
L
)

(
M
)

1
,
4
2
0
,
2
3
5

 
 
 
 

1
,
3
7
9
,
2
3
4

 
 
 
 

1
,
3
6
8
,
9
3
9

 
 
 
 

1
,
3
8
6
,
8
0
3

 
 
 
 

1
,
1
8
8
,
8
3
0

 
 
 
 

1
,
3
4
7
,
4
2
1

 
 
 
 

1
,
1
9
0
,
9
4
1

 
 
 
 

1
,
8
7
6
,
2
7
6

 
 
 
 

1
,
9
5
8
,
5
5
2

 
 
 
 

1
,
9
5
1
,
4
6
4

 
 
 
 

1
,
9
4
7
,
4
3
2

 
 
 
 

1
,
9
3
7
,
0
4
5

 
 
 
 

(
N
)

(
O
)

(
P
)

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
年

　
　

　
　

　
度

　
区

　
　

　
　

　
分

備
考

収 益 的 収 支

収 益 的 収 入

営
業

収
益

料
金

収
入

受
託

工
事

収
益

そ
の

他

営
業

外
収

益

補
助

金

他
会

計
補

助
金

そ
の

他
補

助
金

長
期

前
受

金
戻

入

そ
の

他

収
入

計

経
常

損
益

そ
の

他

収 益 的 支 出

営
業

費
用

職
員

給
与

費

基
本

給

退
職

給
付

費

減
価

償
却

費

営
業

外
費

用

支
払

利
息

そ
の

他

支
出

計

そ
の

他

経
費

動
力

費

修
繕

費

材
料

費

う
ち

一
時

借
入

金

特
別

利
益

特
別

損
失

特
別

損
益

当
年

度
純

利
益

（
又

は
純

損
失

）
(
E
)
+
(
H
)

繰
越

利
益

剰
余

金
又

は
累

積
欠

損
金

流
動

資
産

う
ち

現
金

預
金

う
ち

未
収

金

流
動

負
債

う
ち

建
設

改
良

費
分

う
ち

未
払

金

累
積

欠
損

金
比

率
（

×
1
0
0

）
 
%

-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

地
方

財
政

法
施

行
令

第
1
5
条

第
１

項
に

よ
り

算
定

し
た

資
金

の
不

足
額

営
業

収
益

－
受

託
工

事
収

益

-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

健
全

化
法

第
2
2
条

に
よ

り
算

定
し

た
資

金
不

足
比

率
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
%

-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

地
方

財
政

法
に

よ
る

資
金

不
足

の
比

率
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
%

健
全

化
法

施
行

令
第

1
6
条

に
よ

り
算

定
し

た
資
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